
資料３

吹上小学校の通学区域の変更に関する意見交換会

令和 4年 1月 22 日（土）

9時 30 分から 10 時 00 分

吹上小学校体育館にて

① 参加者

26 世帯（26名）吹上小学校在校生保護者

② 出席者

齊藤教育部長 大島教育部参与 宮野教育部副部長 鳥沢教育総務課長

教育総務課 新井・堀 学務課 石井・梶谷

③ 以下、質疑応答内容

保護者

教育委員会

保護者

教育委員会

通学路について、吹上駅構内（自由通路）を通って行ったほうが吹上中学校へ行くの

には近いが、通行は可能か。

駅構内（自由通路）を通ることについては、今後検討していかなければならない課題

である。現時点では判断できないため、少し時間を頂きたい。そういった要望があるこ

とは以前より認識している。

吹上北中学校で PTA の部長を経験した場合、今後、兄弟がいても部長はやらなくてよ

いことになっている。吹上中学校に移った際に、この免除（優遇）は無くなってしまう

のか。

学校ごとの判断になっているので、PTA については教育委員会では判断できない。吹

上中学校の PTA の打合せの場等で話し合っていただきたい。意見があったことについて

は、学校へ伝える。

保護者

教育委員会

もし就学途中で学区が吹上小学校から下忍小学校に変更になった場合、転校扱いにな

るのか。

見かけは転校のようになってしまうと思うが、北新宿地区全体の通学区域が下忍小学

校に変更となるため、転校扱いにはならない。



保護者

教育委員会

兄弟で別々の学校になった場合、吹上小学校と下忍小学校では学校行事（運動会など）

は重ならないようになるのか。日にちが重ならないか心配である。

学校行事については、日にちが重ならないように配慮しなければと考えている。

保護者

教育委員会

令和５年度より中学校へ進学予定。この子たちの代では、北新宿地区のみが吹上北中

学校に行くことになるが、学年全体でも北新宿地区の子は 20 名程度しかいないと思う

が、兄弟がいない家庭でも吹上北中学校または吹上中学校へ選択制というのは検討して

いただけないか。

市内全体で見ても選択制は考えていない。北新宿地区については、通学区域の変更の

有無にかかわらず、吹上北中学校へ進学することと定められている。しかし、現在 5年

生ということで、友人関係を考慮すると吹上中学校へ進学したいという思いがあること

も理解している。この意見を踏まえて、今後通学区域審議会で議論していくものと考え

ている。

保護者

教育委員会

保護者

教育委員会

保護者

委員によっては、意見も変わってくると思うので、通学区域審議会の委員構成について知り

たい。

通学区域審議会の委員は 14名で構成されている。委嘱区分は、自治会長、学校長、PTA

会長、学識経験者になっている。自治会長には、下忍、吹上本町、榎戸、北新宿地区の会長

が含まれており、学校長・PTA会長には、吹上小学校、下忍小学校、吹上中学校、吹上北中

学校の校長・PTA 会長が含まれる。

全体で 14 人しかいないので、自治会長の存在は大きいと思うが、このことについて自治会

長はどのくらい分かっているのか不安と疑問がある。自治会長に意見を言えば、その意見は

通学区域審議会で反映されるのか。

基本的には、反映されるものと考えている。自治会長によっては、保護者の意見を取りまと

めた上で、第１回の通学区域審議会に出席された方もいた。自治会長に意見を言っていただ

き、通学区域審議会に持ち寄っていただければ、反映できると事務局としては考えている。

ぜひ、意見を聞くだけでなく反映していただきたい。



保護者

教育委員会

兄弟で学校が下忍小学校と吹上学校とで別々になってしまった場合、放課後児童クラブの

利用はどうなるのか。

担当部署が異なるため、はっきりしたことは申し上げられないが、仮に兄弟が別々の小学

校になった場合、それぞれの学校の近くの放課後児童クラブに行った方が利用しやすいので

はないかと考えるが、民間の放課後児童クラブもあるので、学校や各家庭の判断で選択する

ことになると思う。

保護者

教育委員会

保護者

教育委員会

北新宿地区の放課後児童クラブは満員で入れないと聞いた。兄弟で学校が違う場合、下忍

小学校と吹上小学校それぞれの放課後児童クラブを利用することになるのか。

放課後児童クラブについては、こども応援課の担当になるので、詳しいことはお伝えできな

いが、兄弟で同じ放課後児童クラブに行かせたほうがいいのか、別々のほうがいいのかとい

うのは各家庭の考えによって変わってくると思う。例えば、笠原小学校の在校生は、兄弟で笠

原小学校と鴻巣中央小学校に分かれている家庭もある。こういった場合も各家庭の判断で、

担当課で放課後児童クラブの手続きをしていただいている状況である。

もし兄弟で同じ放課後児童クラブに行かせたい場合、例えば、下忍小学校に通っていても、

吹上小学校の放課後児童クラブまでの送迎バスはでるのか。

民間の放課後児童クラブでは、バスを所有しているところはあるが、基本的には送迎は行っ

ていないと思う。北新宿地区については、スクールバスの導入を検討しているため、仮にバス

の発着場所を北新宿生涯学習センターにするとなると、スクールバスを利用し、北新宿生涯

学習センターの放課後児童クラブに行くことも可能になるのではないか。放課後児童クラブの

利用については、担当課と調整して、今後検討していく。



吹上小学校の通学区域の変更に関する意見交換会

令和 4年 1月 22 日（土）

11 時 00 分から 11 時 50 分

吹上小学校体育館にて

④ 参加者

15 世帯（16名）吹上北中学校在校生保護者、未就学児保護者

⑤ 出席者

齊藤教育部長 大島教育部参与 宮野教育部副部長 鳥沢教育総務課長

教育総務課 新井・堀 学務課 石井・梶谷

⑥ 以下、質疑応答内容

保護者

教育委員会

保護者

教育委員会

スクールバスについて、通学区域審議会の審議事項では、（１）と（２）で別の項目に

なっているが、北新宿地区の小学校区の変更とスクールバスの導入については、セット

で考えていないのか。小学校は変更となって、スクールバスの運行がされないことを危

惧している。

通学区域審議会で審議していく事項にはなるが、北新宿地区の小学校区が下忍小学校

に変更になる場合、教育委員会としては、通学の安全を第一に考えているため、スクー

ルバスの導入をしないという想定はしていない。

下忍小学校に通うとなると、通学までの距離も遠くなり、事故などの心配も増えるの

でスクールバスの導入はしていただきたい。教育委員会ではスクールバスの導入を考え

ているとのことだが、今後、通学区域審議会でスクールバスの導入が認められないとい

うことはないのか。

児童の安全確保を第一に考えるため、通学区域審議会でもスクールバスの導入につい

ては認められるものと考えている。

保護者

教育委員会

洲崎橋について、北新宿地区以外にも洲崎橋を利用して吹上小学校に通う児童がいる

と聞いたが、その子たちの通学路の安全確保についてはどう考えているのか。

洲崎橋を通学する児童に対しては、吹上小学校にも照会をかけているが、北新宿地区

以外で洲崎橋を通る児童は、教育委員会では把握していない。もしいるとすれば、個別



保護者

教育委員会

保護者

教育委員会

保護者

教育委員会

保護者

で相談させていただくので、児童の保護者の方には学校または教育委員会に連絡をして

いただくように伝えてほしい。

通学区域の変更後の経過措置期間においては、北新宿地区から吹上小学校に通い続け

たいと希望する児童は数名想定されるが、その児童たちについては、今後も学校や地域

の方々の協力等により見守り等が継続されるものと考えている。

通学区域の安全性の確保ということだが、例えば、筑波地区の線路付近も、ガードレ

ールが設置されておらず、危険だと思う。北新宿地区以外の地域の子どもたちの安全対

策についてはどう考えているのか。

以前、教育委員会にガードレールの設置について問い合わせたことがあったが、ほか

の部署が担当だと回されてしまった。通学路の交通安全について、教育委員会と工事を

担当する部署での情報共有や連携がされていないように感じた。ガードレールの設置な

ど、保護者が相談したい場合の窓口はどこになるのか。

以前、お問い合わせいただいた件については、十分な対応がとれず、不快な思いをさ

せてしまい、大変申し訳なく、お詫びしたい。

通学路の安全対策に関する要望については、基本的には通っている小学校に相談して

いただければと思う。各小学校・中学校には毎年安全点検・調査を依頼しており、各学

校が取りまとめて教育委員会に挙がってくる。それを受け教育委員会は担当部署へ要望

として提出する流れとなっている。その後は、担当部署での協議となる。

今は、教育委員会と担当部署での情報共有はされているのか。

八街市の事故があってから、国で安全点検に力を入れて行っている。今年度について

は、90 箇所ほど指摘をいただき、担当部署に提出をした。資料については、共有してい

る。担当部署において、予算の関係もあるため、すぐに対処できないこともあると思う

が、優先順位が高いものから対応していくものと考える。

工事の優先順位、どこから対処するのかについては、どのような基準で決めているの

か。

部署が異なるため定かではないが、過去の事故の件数や、最近の事故の発生状況など

を踏まえて判断しているのではないかと考えられる。例えば、来年度以降、ガードレー

ルを作る箇所は事故が多発している。予算にも限りがあるため、こういったところも含

めて、担当課は検討しているのだと思う。

今年度の結果について、90 箇所ほど指摘があったとのことだが、市のホームページ等

で確認することはできないのか。



教育委員会 ホームページに記載があるかは把握していないため、週明けに担当部署に確認しま

す。

⇒埼玉県道路環境課 HPにて改善対象箇所等を公開中

http://www.pref.saitama.lg.jp/a1006/jigyousyoukai/tuugakurotaisaku.html

※なお、この調査結果は７月までのものとなっています。

市や警察で対応している箇所については、各機関で随時対応しています。

保護者

教育委員会

保護者

教育委員会

保護者

教育委員会

通学区域審議会での審議事項について、筑波地区の子どもに関しては、「令和４年３

月３１日現在で吹上北中学校に在籍している生徒はそのまま吹上北中学校の在籍を認

める」と記載があるが、基本的には、令和５年度以降は吹上中学校への進学になるとい

う認識でよいのか。

お見込みのとおり。教育委員会の考え方として、１つの小学校から１つの中学校へ進

学するという考えを前提にしているため、筑波地区の子どもについては、吹上小学校か

ら吹上中学校への進学ということで見直しを検討している。

これから中学校に上がる筑波地区の子どもについては、令和４年度の１年間だけ吹上

北中学校へ通い、通学区域の変更後に吹上中学校へ行くべきと捉えてよいのか。

現時点では、筑波地区の子どもについては、吹上北中学校が通学区域として定められ

ているため、吹上北中学校に進学することになる。通学区域の変更後は、吹上北中学校

へ進学するよう線引きされるが、必ずしも吹上中学校へ行くべきというわけではなく、

各家庭の判断に任せる。今回の通学区域の見直しにあたっては、どうしてもその狭間の

時期にいる子どもたちへ影響が出てしまう。その他にも、来年新小 1及び新中１の子ど

もたちについては、今後を見据えて入学から吹上中学校への通学区域の変更を認めても

よいのではないかといった意見もいただいている。そういったことからも経過措置の設

定について審議会で検討してもらいたいと考えている。

認めるという言葉は、特別に認める、許可をいただくという意味だと思うが、そうい

うことか。

お見込みのとおり。今後通学区域審議会で検討していき、令和５年度から通学区域が

吹上中学校へ変更が確定された場合については、（筑波地区で吹上北中学校へ通い続け

る場合）手続きをしていただくようにはなる。

保護者 北新宿在住。令和 4 年度就学予定の子どもがいるが、現在吹上小学校併設の放課後児童

クラブの利用申請をしている。通学区域が変更され、小学校２年生から下忍小学校へ通う場

合、下忍小学校に併設の放課後児童クラブに入れるのか。もし満員で入れない場合は、共働

き家庭では仕事にも影響が出るが、どのような措置がとられるのか。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a1006/jigyousyoukai/tuugakurotaisaku.html


教育委員会

保護者

教育委員会

おそらく、学校の変更と放課後児童クラブはセットになるのではないかと思われる。そういっ

た意見を踏まえて、今後担当部署と調整をしていく。

そうすると、現状、放課後児童クラブについては、保護者主体で手続きをするようになるの

か。

通学区域の変更についてはまだ検討している状況であり、放課後児童クラブについては、

手続き方法も踏まえて今後担当部署との調整が必要になると考えている。

保護者

教育委員会

保護者

教育委員会

スクールバスの運用について、集合場所や時間など、現時点で決まっていることがあれば

教えてほしい。

スクールバスについては、通学区域審議会で承認された場合の話ではあるが、現時点で

は、発着場所については、北新宿生涯学習センターを想定している。バスの時間について

は、具体的に決まってはいないが、学年ごとに下校時間が異なるため、考慮しなければなら

ないと考えている。

少し配慮が必要な子どもには、先生がスクールバスにもついてほしいが、そのような対応は

可能なのか。スクールバスには、添乗員（学校の先生等）はいないのか。

今後検討していくが、現在スクールバスを利用している鴻巣中央小学校に通学する笠原地

域の家庭では、保護者がバスの発着場所まで送り迎えをしている家庭が多い。基本的には、

運転手のみと考えている。


